
 

 

キャリア形成プログラムの改正について 

（離島診療所推奨プログラム） 

 

１ 地域枠医師の派遣方針について 

 R6.8.21 の地対協の報告事項 2 で、令和７年度地域枠医師の指定医療機関への派遣

方針（案）について報告。 

【報告内容】 国においては、医師多数県から医師少数県への流れの中で医学部臨時

定員の削減に取り組んでおり、本県の臨時定員についても削除される方

向で動いている。長期的な離島医療政策の視点により医師少数スポット

への配置を促進するインセンティブとして、早期に義務履行が終了する

プログラム案を提示した。 

【委員意見】 ・キャリアパスとしてわかりやすい。 

       ・離島診療所で働く医師の希望者が減っている。 

       ・医師のキャリアとして柔軟に対応しているメッセージが大事。 

        等賛成意見が多数だった。 

【事務局】  ・現場意見を聴取した上で、次回地対協へ図りたい。 

【現場意見】（9/17～9/25） 

（八重山） ・義務履行を早めて、離島診療所への促進を図ることはよい。 

       ・八重山はプログラムの維持が困難。R7は研修を中止する方向。       

 （宮 古） ・義務履行の前倒しは賛成。 

       ・宮古のプログラムでは、指定医療機関は多良間診療所しかないので、

次年度全指定医療機関を連携先に入れたい。 

 （北 部） ・川妻先生にて意見交換実施。プログラム改正について特に意見なし。 

 （地域枠） ・義務が早く終わるのは魅力である。一定のニーズがあると思われる。 

【改正案】 

総合診療【県立病院】キャリア形成プログラム（別紙案） 

指定医療機関である北部病院、宮古病院、八重山病院の総合診療プログラムを

選択し、専門研修３年目（PGY5）及び PGY６で、離島診療所で勤務した場合、専門

研修１年目（PGY３）から義務履行とみなす。 

地域枠の就業年限は９年間であるため、義務履行終了後、PGY７から PGY９の３

年間は、県内のへき地医療拠点病院等を推奨する。 

※ 適用（案）：Ｒ７専門研修(PGY3)から対象とし、適宜見直しを行う。 

２ 改正プログラムの効果等 

 ⑴ 離島診療所（医師少数スポット）への派遣増 

 ⑵ 早期に義務履行を修了することにより、地域枠医師のライフプラン、セカンド

キャリア等への支援が可能。 

資料２ 
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